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     (i)往診料は、受傷後24時間以内で通院が著しく困難であることを同居 

の親族、同居の親族がいない場合は近隣の居住者からの通院困難証明 

書が請求書に添付されている場合に限ります。 

(ii)休日・時間外の施術についての休日等の加算は、加入登録簿に施術 

時間・休日を登録し、且つそれを看板などで院内外に明示し、診察券・ 

一部負担金等施術所が患者に発行する請求書にその旨を記載している 

場合に限って、下記の限度で療養費として取り扱うことができます。 

1.応急処置の為の施術(１回限り)。 

2.受傷後、７４時間以内に初検施術。 

3.被保険者が休日・時間外以外の日・時間に受診できないことを 

証明する資料の提出を受けた施術。 

       Ⓖ登録施術所以外の施術。 

但し、次の場合は除く(往診・時間外の料金は療養費に算入しない)。 

(i)災害救援活動・スポーツ競技など活動現場で発症した負傷。 

(ii)療養型施設入所者の施術のうち施設管理者や医師の同意がある 

施術。 

    Ⓗ患者が直接作成した予診表のない施術。予診表は審査機構が定めた 

書式によるものとします。 

    Ⓘ部位毎に施術期間が20日を超え、施術回数が1週間のうち4回を超える 

施術が見込まれる負傷については、請求書にその施術部位について審 

査機構の定める施術計画書を添付した場合に限って、その施術を療養 

費の対象とすることができます。 

 Ⓙ加入登録をしていない柔道整復師による施術。但し、助手等が加入 

登録柔道整復師の直接の指揮の下で施術した場合、その者が柔道整復 

師の資格を有し且つ登録簿に常勤柔道整復師として登録されている 

場合は療養費の対象となります。この場合、直接施術を行なった助手 

の氏名・資格取得年月日、採用年月日及びその者が施術した部位を施 

術記録に記入しなければなりません。 

    Ⓚ近接部位の施術は療養費の対象とはなりません。 


